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                                  NPO エプロン訪問介護 

令和 6 年 6 月 1 日改定 

 

居宅介護サービスに要する費用と利用者負担額の目安は、下記表のとおりです。 

①  基本サービス単位数表 日中時間帯（午前８時～午後６時までの間） 

下記表の利用料（居宅介護サービスに要した費用）は、本事業所の所在地（１級地：特別区）の

１単位単価（11.20円）で算定しています。また、利用者負担額は利用料の１割相当額を記載し

ています（１円未満の端数は、端数金額を切り捨てて算定しています。）。 

 

身体介護中心型 

通院介助（身体介護有） 

単位数 利用料 利用者負担額 

（1 割） 

３０分未満 256 2,867円 287円 

３０分以上１時間未満 404 4,524円 453円 

１時間以上１時間３０分未満 587 6,574円 658円 

１時間３０分以上２時間未満 669 7,492円 750円 

２時間以上２時間３０分未満 754 8,444円 845円 

２時間３０分以上３時間未満 837 9,374円 938円 

３時間 921 10,315円 1,032円 

※３時間以上は 921単位に 30分を増すごとに 83単位を加算した単位数 

家事援助中心型 単位数 利用料 利用者負担額 

３０分未満 106 1,187円 119円 

３０分以上４５分未満 153 1,713円 172円 

４５分以上１時間未満 197 2,206円 221円 

１時間以上１時間１５分未満 239 2,676円 268円 

１時間１５分以上１時間３０分

未満 

275 
3,080円 308円 

１時間３０分以上 311 3,483円 349円 

※1時間３０分以上は 311単位に 15分を増すごとに 35単位を加算した単位数 

通院等介助（身体介護無） 単位数 利用料 利用者負担額 

３０分未満 106 1,187円 119円 

３０分以上１時間未満 197 2,206円 221円 

１時間以上１時間３０分未満 275 3,080円 308円 

１時間３０分 345 3,864円 387円 

※1時間３０分以上は 345単位に 30分を増すごとに 69単位を加算した単位数 

 

＊夜間（18：00～22：00）、早朝（6：00～8：00）の場合上記単位数の 25％増しとなります。 

＊必要があり利用者の同意を得て訪問介護員 2名でサービス提供の場合、料金は 2倍となります。 

＊特定事業所加算Ⅰ（注 1）を算定させていただきます。上記基本単位数の 20％増しとなります。 



② 各種加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他自費サービス 

・アクトつながるケア料金  NPO・ACT年会費 3,000円が必要です 

 

・プラスサービス  30分 990円（税込） 

 障害福祉サービスで算定されないヘルパーの待ち時間等についてご利用いただけます。 

 

  

 単位数 要件等 

初回加算 

 

＋200／月 新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回又は初回の属

する月にサービス提供責任者が居宅介護サービスを提供した場合、

又は従業者のサービスに同行した場合に算定します。    

緊急時 

対応加算 

＋100／回 居宅介護計画に位置づけられていない居宅介護を利用者の要請を受け

て、24時間以内に行った場合に算定します。 

利用者負担上

限額管理加算 

＋150／月 利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。 

 

 時間帯 1時間料金 30分料金 

平日 8：00-18：00 2,420円（税込） 1,540円(税込) 

平日時間外 6：00- 8：00 

18：00-22：00 2,750円（税込） 1,760円（税込） 

土日祝日 6：00-22：00 

 時間帯 1時間料金 30分料金 

平日 8：00-18：00 2,420円（税込） 1,540円(税込) 

平日時間外 6：00- 8：00 

18：00-22：00 2,750円（税込） 1,760円（税込） 

土日祝日 6：00-22：00 

ひと月当りの加算 単位数（1 単位未満の端数は四捨五入） 利用料 

福祉・介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ（注 2） 

（基本単位＋加算単位）×41.7％ 左の単位数×１単位の単価で算出され

た金額 

（注1） 特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、研修等の体制、介護 

福祉士の配置等、特定の要件を満たしている事業所に認められる加算です。 

（注２）福祉・介護職員等処遇改善加算は介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組み

を行う事業所に認められる加算です。 

 


